
平
成
二
十
年
十
一
月
十
一
日
受
領

答

弁

第

一

六

八

号

内
閣
衆
質
一
七
〇
第
一
六
八
号

平
成
二
十
年
十
一
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
島
昭
久
君
提
出
海
賊
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
長
島
昭
久
君
提
出
海
賊
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
各
国
が
自
国
の
法
令
上
の
犯
罪
を
取
り
締
ま
る
た
め
、
そ
の
事
態
に
応
じ
合
理
的
に

必
要
と
判
断
さ
れ
る
限
度
に
お
い
て
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
一
般
に
国
際
法
上
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
御
指
摘
の
武
器
の
使
用
は
、
海
上
に
お
い
て
我
が
国
の
法
令
上
の
犯
罪
を
取
り
締
ま
る
た
め
、
海
上
保
安
庁
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
警
察
官
職
務
執
行
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
三
十
六
号
）
第
七
条
の
範
囲
内
で
行
う
も
の
で
あ
り
、
憲
法
第
九
条
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
（
平
成
八
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
第
百
一
条
は
、
海
賊
行
為
に

つ
い
て
、
「
私
的
目
的
の
た
め
」
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
認
定
は
、
個
別
具
体
の
事
例

に
則
し
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
お
尋
ね
に
対
し
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

海
賊
行
為
の
認
定
は
、
行
為
の
目
的
に
つ
い
て
い
か
な
る
主
張
が
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
国
際
法
上
、
条
約
第
百
一
条

一



に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

総
合
海
洋
政
策
本
部
に
お
い
て
は
、
海
賊
に
対
す
る
取
締
り
の
た
め
の
法
制
度
上
の
枠
組
み
に
つ
い
て
、
条
約
等
に
則
し
、

検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
貿
易
立
国
で
あ
る
我
が
国
に
と
っ
て
船
舶
の
航
行
の
安
全
の
確
保
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、

海
賊
問
題
へ
の
対
応
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
沿
岸
国
と
の
関
係
で
は
、
そ
の
海
上
取
締
り
能
力
の
強
化
と
人
材
育

成
へ
の
協
力
を
行
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
御
指
摘
の
決
議
が
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を

踏
ま
え
、
沿
岸
国
に
対
す
る
協
力
を
含
め
、
海
賊
対
策
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

七
、
九
及
び
十
一
に
つ
い
て

ソ
マ
リ
ア
沖
の
海
賊
対
策
と
し
て
、
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
を
派
遣
す
る
こ
と
は
、
日
本
か
ら
の
距
離
、
海
賊
が
所
持
す

る
武
器
、
有
志
連
合
軍
の
軍
艦
等
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
等
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
、
現
状
に
お
い
て
は
、
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
総
合
海
洋
政
策
本
部
の
下
、
関
係
府
省
が
、
自
衛
隊
の
活
用
を
含
め
た
海
賊
対
策
の
在
り
方
に

二



つ
い
て
、
法
制
面
の
整
備
を
含
め
所
要
の
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

一
般
に
、
軍
艦
が
、
公
海
上
に
お
い
て
、
民
間
船
舶
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
併
走
し
た
り
、
民
間
船
舶
を
襲
撃
し
よ

う
と
す
る
海
賊
に
対
し
て
、
そ
の
事
態
に
応
じ
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
武
器
を
使
用
し
た
り
す
る

こ
と
は
、
当
該
民
間
船
舶
の
旗
国
の
排
他
的
管
轄
権
を
侵
す
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
国
際
法
上
、
問
題
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。

十
に
つ
い
て

公
海
上
で
海
賊
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
日
本
国
民
に
対
す
る
殺
人
、
傷
害
等
我
が
国
の
刑
罰
法
令
が
適
用
さ

れ
る
犯
罪
が
犯
さ
れ
た
と
き
に
想
定
さ
れ
る
我
が
国
の
司
法
警
察
権
の
行
使
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
犯
人
の
逮
捕
、
関
連
す

る
物
件
の
押
収
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
司
法
警
察
権
の
行
使
権
限
を
付
与
」
し
て
い
る
国
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
、

政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
。

三


